
【留意事項】

＊普通徴収の納期が未到来の分について、特別徴収への切り替えができます。
　　　（普通徴収の納期は、１期…６月末　　２期…８月末　　３期…１０月末　　４期…１２月末）

＊申請する場合は二重納付防止のために、特別徴収に切り替えをした以降の納期の分については、普通徴収の納
付書で納め　　ないように、必ず本人にお話しください。

＊毎月、15日までに申請されたものについては翌月の１日頃、上里町より税額変更通知書を送付しています。

＊特別徴収開始の月は上記のことを考慮し、記入してください。

問い合わせ、送付先： 〒369-0392　埼玉県児玉郡上里町大字七本木982番地
上里町役場　税務課住民税係
TEL 0495-35-1221（代表）　　FAX 0495-33-2429
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